
 

 

議案第２７号  
大網白里市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

大網白里市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 
  平成２９年２月２０日提出 

大網白里市長  金 坂  昌 典   

 
   大網白里市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 
 大網白里市使用料及び手数料条例（昭和３８年条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 
別表第１大網白里市社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成９年条

例第１４号）に基づくものの項野球場の目中 
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（摘要） 

市内の小・中学生の使用は、無料とする。 

（摘要） 

１ 市内の小・中学生の使用は、無料とする。 

２ 午後５時以降の使用を承認した場合の使

用料の額は、その使用する１時間（１時間

に満たない場合は、１時間とみなす。）につ

き、当該区分の額の２分の１に相当する額

とする。 

（摘要） 

個人使用については、大網白里アリーナの

武道場使用料金に準ずるものとする。 

を の目中 

に改め、同項柔剣道場の 
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          「 
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                       」 

トの目中「テニスコート」を「テニスコート（１面当たり）」に、 
「 
                        を 
                       」 

 
 

 

（摘要） 

１ 柔剣道場を半面のみ使用する場合の使用

料の額は、当該区分の額の２分の１に相当

する額（その額に１０円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 個人使用については、大網白里アリーナ

武道場を個人使用する場合の使用料の額に

準ずるものとする。 

（摘要） 

個人使用については、大網白里アリーナの

武道場使用料金に準ずるものとする。 

 

（摘要） 

１ 白里地区スポーツセンターを半面のみ使

用する場合の使用料の額は、当該区分の額

の２分の１に相当する額（その額に１０円

未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額）とする。 

２ 個人使用については、大網白里アリーナ

武道場を個人使用する場合の使用料の額に

準ずるものとする。 

ポーツセンターの目中 を 

に改め、同項テニスコー 

（摘要） 

市内の小・中学生の使用は、無料とする。 
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   附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（摘要） 

１ 市内の小・中学生の使用は、無料とする。 

２ 午後５時以降の使用を承認した場合の使

用料の額は、その使用する１時間（１時間

に満たない場合は、１時間とみなす。）につ

き、当該区分の額の２分の１に相当する額

とする。 

に改め、同項サッカー場 

（摘要） 

サッカー場を半面のみ使用する場合の使用

料は、半額とする。 

を の目中 

に改める。 

（摘要） 

サッカー場を半面のみ使用する場合の使用

料の額は、当該区分の額の２分の１に相当す

る額（その額に１０円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）とする。 


